
 

 

〇 保育料について                               

保育料の無償化について 
◆ ３歳児クラスから５歳児クラスまでのお子さまは、無償化により保育料がかかりません。 

◆ ２歳児クラスのお子様が年度中に３歳となった場合でも、年度末までは２歳児クラスの保育料となります。 

◆ 実費で徴収している費用（通園送迎費、食材料費、行事費など）や延長保育料は、無償化の対象外と

なります。実費で徴収している費用は保育施設により異なりますので、詳しくは各施設へお問合せくだ

さい。 
 
保育料の決定について 
◆ 保育料は、該当年度の市区町村民税所得割額（保護者合計額）により決定します。 

保育料納付月 算定根拠となる市区町村民税の年度 

令和７年４月～令和７年８月分の保育料 令和６年度分の市区町村民税所得割額 

令和７年９月～令和８年３月分の保育料 令和７年度分の市区町村民税所得割額 

◆ 所得割額については、自治体で発行している次の書類等でご確認いただけます（下記参照）。 

 ・【主に会社員・公務員など】特別徴収税額決定通知書（毎年５月頃発送） 

 ・【主に自営業】納税通知書（毎年６月頃発送） 

 ・課税証明書 

◆ 税額控除のうち調整控除のみ反映され、「住宅ローン控除」、「寄付金控除（ふるさと納税等）」、「外

国税額控除」、「配当控除」がある方は、その額を所得割額に加算した額で保育料を算定しますので、ご

注意ください。 

◆ 保育料は、登園していなくても退園の手続きをしていなければ発生します。 

◆ 祖父母が同居しており、父母が非課税世帯の場合、祖父母の市区町村民税所得割額で保育料を算定す

る場合があります。父母が別居していても離婚が成立していない場合や、離婚が成立していても同居し

ている場合は、父母が保育料算定上の扶養義務者となります。なお、離婚調停中及び離婚裁判中で別居

している場合は「ひとり親であることの申立書」及び証明となる書類の写し（家庭裁判所からの調停期

日通知書[夫婦関係調整事件]など）を提出することでひとり親として算定します。 

◆ 未申告等により該当年度の市区町村民税所得割額が確認できない場合、最高階層の保育料となります。 
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給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書の見本 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

拡大したもの 

「住宅ローン控除」、「寄付金控除（ふるさと納税等）」、「外国税額控除」、「配当控

除」がある方はこの摘要欄に金額が記載されています。 

加算する 

保育料算定根拠年度に注
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市民税・県民税 税額決定・納税通知書の見本（主に自営業の方） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保育料決定通知の発送時期について 
・４月に入所される方・既に保育園に入園している方 

◆ 公立・法人認可保育園利用者には４～８月分を４月２０日頃、９～３月分を９月２０日頃に送付します。  

◆ 小規模保育施設・認定こども園利用者には４～８月分を３月２０日頃、９～３月分を８月２０日頃 

に送付します。 
・５月～１２月に入所される方 

◆ 公立・法人認可保育園利用者には入所月２０日頃に送付します。 

◆ 小規模保育施設・認定こども園利用者には入所前月末に送付します。 
教育・保育給付認定等の変更に伴う保育料の変更について 
◆ 毎月１日時点の世帯状況及び保育の必要量（保育標準時間・保育短時間）により保育料を決定します。

世帯構成や教育・保育給付認定に変更があった場合は、変更日の翌月（１日が変更日の場合は当月）か

ら保育料が変更となります。 

保育料の納入方法について 

◆ 保育園を利用する方 

 ・保育料の納入先は市になります。原則、口座振替での納入をお願いしております。口座振替依頼書に

ついては、内定が出た場合に内定通知とあわせて郵送します。 

 ・口座引落し日は毎月月末（月末が土・日・祝日の場合、翌営業日）となります。 

◆ 認定こども園（保育利用）、小規模保育施設を利用する方 

 ・保育料は、直接施設へ納入となります。納入方法等については、各施設にご確認ください。 

延滞金（認可保育園を利用する場合に限る）について 

◆ 納期限を過ぎて保育料を納付されると、新座市債権管理条例の定めにより、納期限から納付日までの

日数に応じ、延滞金が加算される場合がありますので、納期限までに必ず納付してください。 

  ※延滞金の対象は、保育園の保育料です。 

税額控除等の枠内の調整控除を除く金額と所得割額を加算する 

保育料算定根拠年度に注

意 

拡大したもの 



 

 

 

認定こども園(保育利用)、保育園、小規模保育施設を利用する 

２号認定・３号認定のお子様の保護者負担額について 

各月初日の支給認定子どもの 
属する世帯の階層区分 

保育料（月額 単位 円） 

０～２歳児クラス 

保育標準時間 保育短時間 

Ａ 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による
支援給付受給世帯 

０ ０ 

Ｂ Ａ階層を除く市町村民税非課税世帯 ０ ０ 

Ｃ 
 

Ａ階層を除く市町村
民税の所得割の額の
区分が次の区分に該
当する世帯（市町村
民税の均等割の額の
みの課税世帯を含
む。） 

５１，８００円未満 ５，５００ ４，９００ 

Ｄ１ 
５１，８００円以上 

６１，２００円未満 
１０，５００ ９，４００ 

Ｄ２ 
６１，２００円以上 

６９，８００円未満 
１４，５００ １３，０００ 

Ｄ３ 
６９，８００円以上 

８７，６００円未満 
１９，５００ １７，５００ 

Ｄ４ 
８７，６００円以上 

１０５，６００円未満 
２６，０００ ２３，４００ 

Ｄ５ 
１０５，６００円以上 

１２３，７００円未満 
３２，０００ ２８，８００ 

Ｄ６ 
１２３，７００円以上 

１４１，６００円未満 
３９，０００ ３５，１００ 

Ｄ７ 
１４１，６００円以上 

１６９，０００円未満 
４３，５００ ３９，１００ 

Ｄ８ 
１６９，０００円以上 

１７８，３００円未満 
４７，０００ ４２，３００ 

Ｄ９ 
１７８，３００円以上 

１９５，９００円未満 
５１，０００ ４５，９００ 

Ｄ１０ 
１９５，９００円以上 

２１４，３００円未満 
５３，５００ ４８，１００ 

Ｄ１１ 
２１４，３００円以上 

２４９，８００円未満 
５５，０００ ４９，５００ 

Ｄ１２ 
２４９，８００円以上 

２７０，８００円未満 
５７，０００ ５１，３００ 

Ｄ１３ 
２７０，８００円以上 

３０４，０００円未満 
５９，０００ ５３，１００ 

Ｄ１４ 
３０４，０００円以上 

３３０，９００円未満 
６０，０００ ５４，０００ 

Ｄ１５ 
３３０，９００円以上 

３６１，２００円未満 
６１，０００ ５４，９００ 

Ｄ１６ 
３６１，２００円以上 

３９０，８００円未満 
６２，０００ ５５，８００ 

Ｄ１７ 
３９０，８００円以上 

４２０，９００円未満 
６３，０００ ５６，７００ 

Ｄ１８ 
４２０，９００円以上 

４５１，０００円未満 
６４，０００ ５７，６００ 

Ｄ１９ 
４５１，０００円以上 

５１１，２００円未満 
６５，０００ ５８，５００ 

Ｄ２０ ５１１，２００円以上 ６６，０００ ５９，４００ 



 

 

多子世帯の保育料の軽減について 

◆ 認可保育園、認定こども園（保育利用）、地域型保育事業（小規模保育）、幼稚園を利用している場合、

年齢の高い順（保育料無償となる３～５歳児も対象とすることができる）から第１子、第２子、第３子

と位置付けられ、第２子は半額、第３子以降は無料となります。 

また、世帯に生計を一にするお子様が、年齢を問わず３人以上いる場合、３人目以降で２歳児までのお

子様は保育料が無料となります。 

 

年収約３６０万円未満相当の世帯の保育料軽減について 

◆ 世帯の市民税所得割額が５７，７００円未満の世帯は、上のお子様が小学生以上であっても年齢は問

わず、年齢の高い順から第１子、第２子、第３子と位置付けられ、第２子は該当する年齢区分の半額、

第３子以降は無料となります。 

  更に、世帯の市民税所得割額が７７，１０１円未満で、ひとり親世帯又は在宅障がい児（者）のいる

世帯の場合、第１子は該当する年齢区分の半額、第２子以降は無料となります。 

 

副食費徴収免除の基準について 

 ◆ 次に掲げる項目に該当する児童は、給食費（主食費及び副食費）のうち、副食費の徴収を免除させて

いただきます。 

・年収３６０万未満相当世帯の子ども（世帯の市民税所得割額が５７，７００円未満の世帯） 

・同一世帯に３歳児クラス（３歳になった日から最初の４月以降）から小学校就学前までの子どもが３人

以上いる場合、その中で年齢が高い順から第１子、第２子、第３子と位置付けて、第３子以降の子ども 

 ◆ 免除する期間は保育料が決定している期間内、又は支給認定の認定期間までとなります。 

世帯構成や申請内容に変更が生じた場合は、速やかに保育課に届け出てください。 

 

 


